
道路構造令について（１）

○本資料は、道路構造令の各条文の意味、役割等の基本的な考えを紹介するために作

成したものである。

○本資料で紹介している条文については、わかりやすさや読みやすさを考え、要約や

箇条書き等の加工を行っている。

○実際の道路構造令の適用にあたっては、道路局ホームページ等で正式な条文を入手

し、内容を確認していただくことが必要である。

～道路構造令の概要～
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＜道路の新設・改築に適用＞

○道路を新設・改築するときに適用範囲を限定していることは、法律は過去に遡り適用されな
いという考えと、基準に従って新設と改築が継続されることにより、将来的に統一された道
路構造のネットワークが形成されるという考えに基づいている。

○そのため、道路構造令の規定に適合していない道路を、直ちに改修することは求められて
いない。

＜一般的技術的基準＞

○一般的技術基準とは、道路の通常の機能を確保し、通常の自然的・外部的条件に対応する
技術基準ということである。

○したがって、特殊な条件のもとに存在する道路等、通常の自然的・外部的と異なる条件にあ
る道路については、同令によらずその構造を個別に検討する必要がある。

１．道路構造令の趣旨

＜道路構造令第１条＞
道路を新設し、又は改築する場合の以下の基準を定める

・高速自動車国道及び一般国道の構造の一般的技術的基準

・都道府県道及び市町村道の道路法第３０条第１項第１号、３号及び１２号に係る事項の一般的

技術的基準

・道路管理者である地方公共団体の条例で都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準を定

めるに当たって参酌すべき一般的技術的基準
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第３条の２ 高速自動車国道又は一般国道を新設し、又は改築する場合におけるこれらの道路の構造の一般的技術

的基準は、第４条から第４１条までに定めるところによる。

第４２条 都道府県道及び市町村道を新設し、又は改築する場合におけるこれらの道路の構造の一般的技術基準につ

いては、第４条（設計車両）、第１２条（建築限界）、第３５条第２項、第３項及び第４項（橋、高架の道路等の設計自動

車荷重）（法第３０条第１項第１２号に掲げる事項に係わる部分に限る）、第３９条第４項並びに第４０条第３項（建築限

界）の規定を準用する。（略）

２ 法第３０条第３項の政令で定める基準については、第５条から第１１条の４まで、（略）、第４０条第４項から第５項並

びに第４１条の規定を準用する。（略）

第２９条 道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び当該道路の交通状況を考慮

し、通常の衝撃に対して安全であるとともに、安全かつ円滑な交通を確保することができるものでなければならない。

⇒道路として最小限保持すべき構造の一般原則を定めたもの。

第３０条 高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。
１ 通行する自動車の種類に関する事項
２ （略）
３ 建築限界
４～１１ （略）
１２ 橋その他政令で定める主要な工作物の自動車の荷重に対し必要な強度
１３ （略）
２ 都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準（前項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに

限る。）は、政令で定める。

３ 前項に規定するもののほか、都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、

当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。

⇒具体的な基準については、政令（道路構造令）又は条例に委任。

２．道路の一般的技術的基準（道路法・構造令における位置づけ）

道路法

道路構造令
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３．道路構造令の特徴

＜規範性＞ ＜柔軟性＞

○安全性、円滑性の確保等の観点から最小限

保持すべき基準を明示

○多くの特例措置などの柔軟規定が盛り込まれ、

幅広い運用が可能

道路の区分

＜設計速度＞

線形
・曲線半径
・縦断勾配
・視距 等

設置／幅員
・車線 ・中央帯
・路肩 ・歩道
等

○舗装

○排水施設

○交通安全施設

○自動車駐車場

○トンネル

○橋・高架の道路

○防護施設 等

性能規定や設置要件に関す
る定性的な規定

２段構えの柔軟規定定量的な規定は線形や幅員に関するものに概
ね限定

＜各種特例措置＞
＜道路の外形的骨格＞ ＜工作物・構造物＞

①各規定における特例措置

一定の要件を満たす小区
間の応急措置としての改
築の場合、包括的に多く
の条文が適用除外

やむを得ない場合の特例
値、規定の適用除外等

②包括的な特例措置（第３８条）

＜設計車両＞
＜建築限界＞

○道路構造令は、道路の安全性・円滑性を確保する観点から、最低限確保すべき一

般的技術的基準を定めた法令である。

○多くの柔軟規定が盛り込まれ、道路管理者の裁量と責任において、地域の実情に

応じた幅広い運用が可能な「規範性」と「柔軟性」をあわせ持った制度となっている。

基本的な

構成

規定の

内容


